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本町の消防体制は、近隣の３市２町で組織する広域消防を設置し、町内には新十

津川支署とともに、５つの消防団を設置し、町民の生命、身体及び財産を火災など

の災害から守るよう体制を整えていますが、全国的に消防団員が減少し、本町にお

いても年々減少傾向にあります。 

 

 【緊急出動件数】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●複雑甚大化する自然災害、救急要請など多様な町民ニーズに対応するため、消防

救急体制の強化、消防施設の整備を図る必要があります。 

●消防団員の確保の必要性を広く周知するとともに、消防団員の担い手不足を解消

するため、消防施設の高機能化等を図る必要があります。 

●町民の防火意識を高めるほか、町民自らが救命活動を進められるよう、救急・救

命講習会などの応急処置に関する知識と技術の習得に向けた普及を図る必要があ

ります。 

 

 

 
 

 

 

  

政策10  

現状 

課題 

消防施設、設備の整備を図るとともに、防火意識の高揚と応急処置に関する知

識と技術の普及に努めます。 

展開方針 

①消防活動の充実 

②救急活動の充実 

実施する施策 

（資料：滝川地区広域消防事務組合 各年１月１日～12月31日） 

出動件数 搬送人員 出動件数 搬送人員 出動件数 搬送人員 出動件数 搬送人員

H28 253 236 17 15 176 174 60 47
H29 268 244 23 18 176 168 69 58
H30 227 206 15 13 161 152 51 41
R1 261 251 20 24 182 176 59 51
R2 217 194 13 11 146 140 58 43

総数
年度

交通事故 急病 その他
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①消防活動の充実 

 町民の生命や財産を守るため、社会環境の変化に応じて適切に対応できる消防体

制を整備するとともに、防火活動に対する町民の理解を深め、防火意識の高揚を図

ります。 

【役割分担】 

町民 町 

●火災を未然に防ぐため自分がとるべき

行動を理解する。 

●消防団活動への理解を深める。 

●火災発生時行動に関する啓発を行う。 

●消防団活動の啓発を行う。 

●消防設備の維持管理を行う。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

消防団の定員充足率（％） 90.0％ 92.0％ 94.0％ 96.0％ 98.0％ 100％ 

地域の消防活動を担う消防団員を確保するため、消防団員の充足率とします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

消防演習 

実施する施策の内容 
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②救急活動の充実 

 町民の生命を守るため、救急隊員の技能向上と救急救命資器材の充実、救急・救

命技能の普及を図ります。 

【役割分担】 

町民 町 

●救急救命に関する知識・技能の習得を

図る。 

●救急隊員の技能向上を図る。 

●救急救命資器材の充実を図る。 

●救急救命技能の普及を図る。 

【成果指標】 

指標となる項目 
現況

（R2） 
１年目
（R4） 

２年目 
（R5） 

３年目 
（R6） 

４年目 
（R7） 

目標 
（R8） 

救急救命講習会受講者率（％） 0％ 5.0％ 7.0％ 10.0％ 15.0％ 20.0％ 

町民自らが救急救命に携われるよう、救急救命の知識や技能の普及活動として行っている

救急救命講習の受講者率とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

救命講習 

実施する施策の内容 
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 政策10 

●消火、避難訓練等の実施 

●消防団の加入促進 

●消防設備の計画的な更新 

●救急隊員の技能向上研修の参加 

●救急救命講習会の参加機会の確保と普及啓発 

消防出初式 

消防ポンプ自動車 
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